
広告その他の表示【法律上「広告」と定義】
（折り込み広告、TVCM、看板、

ウェブサイト等）

虚偽禁止
（直接罰）

誇大等の禁止について
基準の設定

虚偽・誇大等のおそれがある際の
報告徴収・立入検査

基準違反への
中止・是正命令
（間接罰）

※１ 比較広告、誇大広告、客観的事実であることを証明できない内容の広告、公序良俗に反する内容の広告を禁止

※２ 患者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合は、省令で限定列挙規制の例外とすることができ
る。詳細については、医療関係者、消費者代表等を含む検討会においてご議論いただく予定（一定の条件を満たすウェブ
サイト等を想定）。

【現行】 【見直し後】
医療法上の
広告規制

（折り込み広告、TVCM、
看板等）

その他
（ウェブサイト等）

虚偽禁止
（直接罰）

対象外
ホームページ
ガイドラインに
基づく行政指導
（罰則等なし）

誇大等の禁止
について

基準の設定※１

虚偽・誇大等の
おそれがある際の
報告徴収・立入検査

基準違反への
中止・是正命令
（間接罰）

広告可能事項を
限定

医療に関する広告規制の見直し医療に関する広告規制の見直し

広告等可能事項を
限定 （折り込み広告、
TVCM、看板等）

一部限定を
解除※２


